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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年5月28日(2009.5.28)

【公開番号】特開2007-321136(P2007-321136A)
【公開日】平成19年12月13日(2007.12.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-048
【出願番号】特願2006-156536(P2006-156536)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｆ 297/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   4/656    (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   2/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｆ 297/08    　　　　
   Ｃ０８Ｆ   4/656   　　　　
   Ｃ０８Ｆ   2/01    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月9日(2009.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２５９２７号公報
【特許文献２】特開平８－６７７１０号公報
【特許文献３】特開２０００－７７２５号公報
【特許文献４】特開平８－３２１５号公報
【特許文献５】特開２００４－３１５７４２号公報
【特許文献６】特開２００５－４８０４５号公報
【特許文献７】特開平８－１０００１９号公報
【特許文献８】特開平８－１５７５１９号公報
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　本発明における固体触媒成分（Ａ）を構成する各成分の使用量の量比は、本発明の効果
を損なわない範囲で任意のものでありうるが、一般的には、次の範囲内が好ましい。
　ビニルシラン化合物（Ａ２）の使用量は、固体成分（Ａ１）を構成するチタン成分に対
するモル比（ビニルシラン化合物（Ａ２）のモル数／チタン原子のモル数）で、好ましく
は０．００１から１，０００の範囲内であり、特に好ましくは０．０１から１００の範囲
内が望ましい。
　アルコキシ基を有する有機ケイ素化合物（Ａ３ａ）を用いる場合の使用量は、固体成分
（Ａ１）を構成するチタン成分に対するモル比で（アルコキシ基を有する有機ケイ素化合
物（Ａ３ａ）のモル数／チタン原子のモル数）で、好ましくは０．０１から１，０００の
範囲内であり、特に好ましくは０．１から１００の範囲内が望ましい。
　少なくとも二つのエーテル結合を有する化合物（Ａ３ｂ）を用いる場合は、その使用量
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は、固体成分（Ａ１）を構成するチタン成分に対するモル比（少なくとも二つのエーテル
結合を有する化合物（Ａ３ｂ）のモル数／チタン原子のモル数）で、好ましくは０．０１
から１，０００の範囲内であり、特に好ましくは０．１から１００の範囲内が望ましい。
　任意成分として有機アルミニウム化合物（Ａ４）を用いる場合の使用量は、固体成分（
Ａ１）を構成するチタン成分に対するモル比（有機アルミニウム化合物（Ａ４）のモル数
／チタン原子のモル数）で、好ましくは０．１から１００の範囲内であり、特に好ましく
は１から５０の範囲内が望ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
（実施例１）
（１）固体成分の調製
　撹拌装置を備えた容量１０Ｌのオートクレーブを充分に窒素で置換し、精製したトルエ
ン２Ｌを導入した。ここに、室温で、Ｍｇ（ＯＥｔ）２を２００ｇ、ＴｉＣｌ４を１Ｌ添
加した。温度を９０℃に上げて、フタル酸ジ－ｎ－ブチルを５０ｍｌ導入した。その後、
温度を１１０℃に上げて３ｈｒ反応を行った。反応生成物を精製したトルエンで充分に洗
浄した。次いで、精製したトルエンを導入して全体の液量を２Ｌに調整した。室温でＴｉ
Ｃｌ４を１Ｌ添加し、温度を１１０℃に上げて２ｈｒ反応を行った。反応生成物を精製し
たトルエンで充分に洗浄した。更に、精製したｎ－ヘプタンを用いて、トルエンをｎ－ヘ
プタンで置換し、固体成分（Ａ１）のスラリーを得た。このスラリーの一部をサンプリン
グして乾燥した。分析したところ、固体成分（Ａ１）のＴｉ含量は２．７質量％であった
。
　次に、撹拌装置を備えた容量２０Ｌのオートクレーブを充分に窒素で置換し、上記固体
成分（Ａ１）のスラリーを固体成分（Ａ１）として１００ｇ導入した。精製したｎ－ヘプ
タンを導入して、固体成分（Ａ１）の濃度が２５ｇ／Ｌとなるように調整した。ＳｉＣｌ

４５０ｍｌを加え、９０℃で１ｈｒ反応を行った。反応生成物を精製したｎ－ヘプタンで
充分に洗浄した。
　その後、精製したｎ－ヘプタンを導入して液レベルを４Ｌに調整した。ここに、ジメチ
ルジビニルシランを３０ｍｌ、（ｉ－Ｐｒ）２Ｓｉ（ＯＭｅ）２を３０ｍｌ、Ｅｔ３Ａｌ
のｎ－ヘプタン希釈液をＥｔ３Ａｌとして８０ｇ添加し、４０℃で２ｈｒ反応を行った。
反応生成物を精製したｎ－ヘプタンで充分に洗浄し、得られたスラリーの一部をサンプリ
ングして乾燥した。分析したところ、固体成分にはＴｉが１．２質量％、（ｉ－Ｐｒ）２

Ｓｉ（ＯＭｅ）２が８．８質量％含まれていた。
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